
 

一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和８年３月１２日 

 

                          石川県津幡町長 矢 田 富 郎   

 

津幡町規則第５号 

一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則 

一般職の職員の給与の支給に関する規則（昭和３３年津幡町規則第４号）の一部を次のように

改正する。 

第６条の３第２号中「条例第１０条第１項」を「前条第１項」に改める。 

第６条の１８第１項第１号中「条例第１１条第５項」を「条例第１１条第７項」に改める。 

第６条の２１の２第３項中「条例第１１条第３項」を「条例第１１条第５項」に改める。 

第６条の２２の２第１項中「条例第１１条第４項」を「条例第１１条第６項」に改める。 

第６条の２２の３第１項中「条例第１１条第５項」を「条例第１１条第７項」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


